
中
合
の
記
念
絵
葉
書
に
つ
い
て

　

令
和
二
年
（
二
〇
二
〇
）
八
月
三
十
一
日
、
Ｊ
Ｒ
福
島
駅

前
の
百
貨
店
中
合
は
、
多
く
の
人
々
に
惜
し
ま
れ
な
が
ら
、

そ
の
長
い
歴
史
に
幕
を
下
ろ
し
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
当
館
に
は
福
島
市
王
盛
舘
謹
製
の
「
福
島
市

中
村
合
名
会
社
移
転
記
念
絵
葉
書
」
が
二
枚
収
蔵
さ
れ
て
い

る
。
上
の
図
版
は
、
大
正
二
年
（
一
九
一
三
）
十
月
一
日
に

中
村
合
名
会
社
が
福
島
市
荒
町
か
ら
大
町
へ
移
転
し
た
の
を

記
念
し
て
発
行
さ
れ
た
絵
葉
書
の
内
の
一
枚
で
あ
る
。

　

近
江
商
人
の
中
村
家
は
江
戸
時
代
後
期
ま
で
行
商
を

行
っ
て
き
た
が
、
中
村
合
名
会
社
の
始
ま
り
は
天
保
年
間

（
一
八
三
〇
―
一
八
四
四
）
頃
に
荷
を
保
管
す
る
倉
庫
を
荒

町
に
設
け
た
こ
と
と
言
わ
れ
、
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
に

三
代
目
中
村
治
郎
兵
衛
が
中
村
呉
服
店
の
店
舗
を
荒
町
に
構

え
、
明
治
二
十
六
年
に
は
中
村
合
名
会
社
と
な
り
、
昭
和
十

年
（
一
九
三
五
）
に
は
株
式
会
社
中
合
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

彩
色
さ
れ
た
絵
葉
書
の
図
案
は
、
絹
の
糸
巻
を
持
つ
女
性

の
養
蚕
神
が
、
新
し
い
店
舗
内
の
様
子
を
紹
介
し
て
い
る
も

の
で
、
中
央
左
に
は
日
の
丸
の
旗
、
中
央
右
の
旗
に
は
「
中

村
合
名
会
社
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
右
側
の
立
て
看
板
に
は

「
亰
都
御
染
物
取
次
所
」
、
左
側
に
は
「
仙
臺
平
」
と
書
か
れ

て
い
る
。
畳
敷
き
の
売
り
場
の
棚
に
は
多
様
な
反
物
が
所
狭

し
と
綺
麗
に
並
べ
ら
れ
、
当
時
流
行
で
あ
っ
た
洋
傘
も
見
え

て
い
る
。
写
真
の
縁
・
カ
イ
コ
ガ
・
繭
玉
・
桑
の
葉
・
糸
巻

等
に
は
、
エ
ン
ボ
ス
加
工
が
施
さ
れ
て
い
る
。

　

も
う
一
枚
は
、
縦
長
の
絵
葉
書
で
、
左
手
に
飛
び
杼ひ

（
シ
ャ

ト
ル
）
を
持
っ
て
機
織
り
を
し
て
い
る
女
性
が
、
新
し
い
店

舗
の
店
頭
陳
列
の
様
子
を
見
て
い
る
図
案
で
あ
る
。
女
性
は

繭
玉
紋
と
波
紋
を
組
み
合
わ
せ
た
洋
服
を
着
て
、
帽
子
を

被
っ
て
お
り
、
織
っ
て
い
る
布
に
は
、
ス
イ
セ
ン
の
花
の
紋

様
が
あ
し
ら
わ
れ
、
全
体
的
に
モ
ダ
ン
な
雰
囲
気
を
醸
し
出

し
て
い
る
。
店
頭
風
景
写
真
の
縁
・
女
性
・
カ
イ
コ
ガ
等
に

は
、
エ
ン
ボ
ス
加
工
が
な
さ
れ
て
い
る
。 

（
渡
邉 

智
裕
）
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文
化
六
年
（
一
八
〇
九
）
に
な
っ
た
『
新

編
会
津
風
土
記
』
に
よ
れ
ば
、
会
津
郡
古

町
組
檜
枝
岐
村
（
南
会
津
郡
檜
枝
岐
村
）

は
、
檜
枝
岐
川
の
谷
間
に
あ
っ
た
た
め
年

間
を
通
し
て
日
照
時
間
が
少
な
く
、
気
候

も
厳
し
い
こ
と
か
ら
大
麦
す
ら
育
た
ず
、

蕎
麦
が
育
つ
程
度
で
あ
っ
た
と
い
う
。

　

江
戸
時
代
後
期
の
あ
る
年
、
檜
枝
岐
村

百
姓
徳
右
衛
門
の
母
は
思
い
が
け
な
い
知

ら
せ
を
聞
い
た
。
そ
れ
は
、
十
月
二
十
三

日
付
け
で
会
津
藩
の
役
人
坂
十
郎
左
衛
門

と
樋
口
覚
次
郎
の
連
名
に
よ
り
、
名
主
兼

沼
田
街
道
檜
枝
岐
口
留
番
所
の
番
人
で
も

あ
っ
た
星
縫ぬ

い
ど
の殿

之の

助す
け

の
許
に
折
紙
の
文
書

を
も
っ
て
伝
え
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ

の
文
書
に
は
年
号
の
記
載
は
な
い
が
、
差

出
人
か
ら
享
和
二
年
（
一
八
〇
二
）
頃
の

も
の
と
考
え
ら
れ
、
こ
れ
は
第
四
回
会
津

藩
預
か
り
支
配
の
時
期
に
当
た
る
。

　

文
書
の
内
容
を
意
訳
す
れ
ば
、
次
の
よ

う
な
感
じ
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

古
町
組
檜
枝
岐
村
百
姓
徳
右
衛
門
母
、

そ
の
方
、
今
年
で
九
十
三
歳
に
な
る
と
い

う
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
手
織
り
の
布
一
反

を
会
津
藩
へ
献
上
し
た
善
行
に
よ
り
、
御

褒
美
と
し
て
米
二
俵
を
下
し
置
く
。

　

文
書
の
様
式
か
ら
、
沼
田
街
道
に
面
し

た
星
縫
殿
之
助
の
家
の
前
に
あ
る
高
札
場

に
村
人
た
ち
を
一
同
に
集
め
、
縫
殿
之
助

が
会
津
藩
か
ら
の
文
書
を
恭
し
く
読
み
上

げ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
身
分
制
社
会

で
あ
っ
た
当
時
に
お
い
て
は
、
百
姓
徳
右

衛
門
の
母
と
そ
の
家
族
に
と
っ
て
生
涯
忘

れ
え
な
い
名
誉
な
出
来
事
で
あ
っ
た
こ
と

で
あ
ろ
う
。
こ
の
文
書
が
出
さ
れ
た
背
景

に
は
、
会
津
藩
が
重
き
を
置
い
た
敬
老
思

想
や
撫
民
政
策
が
あ
る
。

　

文
化
七
年
頃
の
檜
枝
岐
村
絵
図
（
檜
枝

岐
村
文
書
二
三
五
）
に
よ
る
と
、
徳
右
衛

門
の
家
は
、
縫
殿
之
助
の
家
の
南
側
に
あ

る
檜
枝
岐
川
に
架
か
る
橋
を
渡
っ
て
左
手

に
位
置
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

　

媼
が
献
上
し
た
手
織
り
の
布
は
、
江
戸

時
代
の
会
津
郡
伊
南
郷
古
町
組
の
風
俗
帳

に
よ
る
と
、
苧ち

ょ

麻ま

・
晒

さ
ら
し

布ぬ
の

・
麻
の
何
れ

か
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
苧

か
ら
む
し

織
り
は
、

女
性
の
仕
事
で
、
檜
枝
岐
村
で
は
生
布
の

ま
ま
出
荷
し
た
と
い
う
。 

（
渡
邉 

智
裕
）

　

史
料
に
み
る
近
世
の
若
者
ら
は
、
許
可

な
く
花
火
や
芝
居
を
催
し
た
り
、
集
会
し

て
村
政
に
口
を
挟
ん
だ
り
、
博ば

く

奕ち

を
行
っ

た
り
、
暴
動
に
及
ん
だ
り
と
社
会
の
枠
組

み
に
納
ま
り
き
ら
な
い
言
動
を
と
っ
た
。

一
例
に
「
差
出
申
済
口
證
文
之
事
」
（
下

鳥
渡
区
有
文
書
（
そ
の
一
）
二
九
三
）
に

よ
れ
ば
、
天
保
六
年
（
一
八
三
五
）
四
月

一
日
夜
、
信
夫
郡
下し

も
と
り
わ
た

鳥
渡
村
（
現
福
島
市
）

の
若
者
ら
が
大
勢
で
同
村
長
之
助
宅
に
乗

り
込
み
、
石
や
木
で
建
具
・
道
具
を
破
壊

し
た
。
長
之
助
一
家
は
た
だ
見
て
い
る
し

か
な
か
っ
た
が
、
若
者
の
中
に
顔
見
知
り

が
居
た
た
め
長
之
助
は
村
役
人
へ
訴
え

た
。
若
者
ら
は
聴
取
の
中
で
長
之
助
の
虚

言
だ
と
主
張
し
、
領
主
に
裁
定
を
仰
ぐ
こ

と
と
な
っ
た
が
、
扱
人
の
仲
裁
で
内
済
と

な
っ
た
。
破
損
し
た
物
は
扱
人
が
修
繕
し

て
長
之
助
へ
謝
罪
し
、
若
者
ら
も
仲
間
内

で
吟
味
し
慎
ま
せ
る
こ
と
で
落
着
し
た
。

　

原
因
は
不
明
だ
が
、
本
件
は
若
者
ら
の

意
向
に
反
す
る
対
象
へ
の
暴
力
的
主
張
で

あ
り
、
彼
ら
の
言
動
は
村
を
統
括
す
る
村

役
人
も
制
御
で
き
ず
、
若
者
ら
が
自
律
性

を
有
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
若
者
ら

の
行
動
力
と
自
律
性
は
村
の
脅
威
と
な
る

場
合
も
あ
っ
た
が
、
下
鳥
渡
村
で
は
若
者

ら
と
協
調
関
係
構
築
を
模
索
し
て
い
く
。

　

天
保
十
二
年
二
月
、
下
鳥
渡
村
惣
百
姓

は
、
博
奕
取
り
締
ま
り
の
た
め
「
村
内
取

究
規
定
請
書
之
事
」
（
同
文
書
二
七
一
）

を
定
め
、
村
内
を
見
廻
る
目
附
役
を
若
者

ら
に
命
じ
た
。
こ
れ
を
受
け
若
者
世
話
人

は
じ
め
若
者
ら
四
十
八
名
は
、
村
へ
「
差

出
申
請
書
之
事
」
（
同
文
書
二
七
二
）
を

提
出
し
、
目
附
の
務
め
を
果
た
す
旨
を
誓

約
し
て
い
る
。
目
附
の
責
務
は
、
博
奕
に

携
わ
る
者
を
見
付
け
次
第
に
若
者
世
話
人

へ
届
け
出
て
、
賭
場
と
な
っ
た
場
所
と
賭

け
事
を
し
た
者
を
取
り
調
べ
、
村
役
人
へ

報
告
す
る
と
あ
る
。
も
し
博
奕
に
携
わ
っ

た
者
を
見
逃
が
し
た
り
匿
っ
た
り
し
た
こ

と
が
露
見
し
た
場
合
、
若
者
ら
一
同
で
村

へ
過
料
十
貫
文
差
し
出
す
と
も
あ
る
。

　

若
者
ら
は
目
附
を
務
め
続
け
、
弘
化
四

年
（
一
八
四
七
）
十
一
月
二
十
六
日
夜
、

政
善
寺
で
坊
守
の
菊
世
ら
の
壺
振
り
を
目

撃
し
村
へ
報
告
し
た
こ
と
が
「
差
出
申
一

札
之
事
」
（
同
文
書
二
九
四
）
に
記
さ
れ

て
い
る
。
下
鳥
渡
村
で
は
若
者
ら
を
村
政

の
一
端
に
組
み
入
れ
て
彼
ら
の
行
動
力
を

上
手
に
機
能
さ
せ
、
若
者
ら
も
自
律
的
立

場
で
積
極
的
に
村
政
へ
関
与
す
る
関
係
が

構
築
さ
れ
た
の
で
あ
る
。 

（
小
野 

孝
太
郎
）
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檜
枝
岐
村
の
媼
が
会
津
藩
へ

　
　

献
上
し
た
手
織
り
の
布

近
世
の
若
者
ら
の

　
　
　
　

行
動
力
と
自
律
性



　

石
川
郡
中
野
目
村
（
現
矢
吹
町
）
庄
屋

文
書
「
円
谷
善
人
家
文
書
」
に
、
近
世
末

か
ら
近
代
初
期
の
庶
民
間
で
の
神
事
が
記

録
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
普
請
成
就
祈

願
や
サ
ナ
ブ
リ
と
い
っ
た
節
目
の
神
事
、

嵐
除
け
・
天
気
祈
願
や
雨
乞
な
ど
の
天
候

に
関
す
る
神
事
で
あ
り
、
神
へ
の
祈
り
を

通
し
て
共
同
体
で
安
穏
を
得
て
き
た
。

　

疫
病
に
対
し
て
も
同
様
で
あ
る
。
「
村

元
御
用
控
」
（
円
谷
善
人
家
文
書
三
八
〇
）

に
よ
れ
ば
、
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）

十
二
月
十
四
日
夜
に
組
頭
が
円
谷
家
を
訪

れ
、
村
民
の
疫
病
罹
患
が
噂
さ
れ
て
い
る

た
め
、
神
送
り
を
執
り
行
い
、
疫
病
除
け

の
鎮
守
牛ご

ず頭
天て

ん
の
う王

に
御
神
酒
を
上
げ
、
一

同
鎮
守
で
祈
り
た
い
と
願
い
出
た
。
十
五

日
に
神
事
で
村
中
が
鎮
守
に
集
ま
り
、
翌

日
神
送
り
執
行
と
な
っ
た
。
十
六
日
朝
に

は
同
郡
松
崎
村
（
現
中
島
村
）
大
仙
院
を

呼
び
色
々
行
い
、
夜
に
同
郡
神
田
村
（
現

矢
吹
町
）
境
ま
で
神
送
り
し
、
大
仙
院
に

対
し
、
村
は
初
穂
金
二
朱
を
、
岩
蔵
は
祈

祷
代
金
一
分
を
そ
れ
ぞ
れ
納
め
た
。

　

神
送
り
は
、
疫
病
を
も
た
ら
す
疫
神
な

ど
災
い
の
神
の
依よ

り
し
ろ代

を
共
同
体
外
へ
送
り

出
し
、
共
同
体
内
の
災
禍
を
除
く
神
事
で

あ
る
。
今
も
所
々
の
行
事
に
見
ら
れ
る

が
、
近
世
で
は
疫
病
流
行
時
に
修
験
者
が

執
り
行
う
例
が
散
見
さ
れ
る
。

　

ま
た
、
「
御
用
書
留
帳
」
（
同
家
文
書

七
一
八
）
に
は
変
わ
っ
た
神
送
り
の
事
例

が
見
ら
れ
る
。
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）

三
月
四
日
昼
、
白
河
郡
旗は

た

宿
じ
ゅ
く

村
（
現
白
河

市
）
名
主
の
甲
賀
隼
人
之
丞
ら
と
立
会
人

の
同
郡
番
沢
村
（
現
白
河
市
）
修
験
者
の

正
福
院
及
び
旗
宿
村
神
送
神
主
の
渡
部
加

賀
が
、
宿
駅
・
村
々
役
人
へ
人
足
手
配
を

促
す
「
先
触
」
を
送
り
、
封
紙
に
「
神
送

先
觸
」
と
記
し
た
。
旗
宿
村
で
難
病
が
発

生
し
、
修
験
者
の
祈
願
で
疫
神
送
り
の
神

託
が
あ
り
、
磐
城
口
へ
疫
神
を
送
り
出
す

た
め
、
道
筋
集
落
に
神
駕
籠
三
挺
の
担
ぎ

手
六
人
と
人
足
十
人
に
よ
る
継
ぎ
送
り
を

依
頼
し
た
の
で
あ
る
。
磐
城
口
は
同
年
成

立
の
磐
城
国
境
を
指
す
と
み
ら
れ
、
中
野

目
村
は
同
国
外
ま
で
数
里
に
位
置
す
る
。

　

戊
辰
戦
災
・
不
作
に
よ
る
疲
弊
と
、
村

落
を
越
え
た
広
範
囲
で
の
疫
病
へ
の
不
安

感
が
根
底
に
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
が
、
国

単
位
の
神
送
り
は
例
が
無
い
。
さ
ら
に
、

神
仏
混
淆
禁
止
で
神
職
以
外
の
神
事
が
禁

止
さ
れ
た
時
期
の
修
験
者
が
携
わ
る
神
事

で
あ
り
、
近
代
移
行
期
の
特
異
が
重
な
っ

た
神
送
り
で
あ
る
。 

（
小
野 

孝
太
郎
）

　

明
治
十
九
年
（
一
八
八
六
）
五
月
十
日
、

そ
れ
ま
で
福
島
県
の
一
部
で
あ
っ
た
東
蒲

原
郡
が
新
潟
県
へ
と
移
管
さ
れ
た
。

　

同
郡
は
江
戸
時
代
を
通
じ
て
会
津
藩
の

支
配
下
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、

明
治
維
新
後
も
若
松
県
の
管
轄
と
さ
れ
、

同
九
年
の
三
県
合
併
を
経
て
福
島
県
に
引

き
継
が
れ
た
。

　

そ
の
後
、
明
治
十
八
年
に
、
福
島
県
の

県
庁
所
在
地
が
広
大
な
県
域
に
対
し
て

偏
っ
て
い
る
と
し
て
県
庁
移
転
問
題
が
持

ち
上
が
る
と
、
国
は
そ
の
解
決
策
と
し

て
、
県
庁
の
あ
る
福
島
町
へ
の
往
来
が
と

く
に
不
便
な
東
蒲
原
郡
を
福
島
県
の
管
轄

か
ら
外
し
、
新
潟
県
へ
と
編
入
す
る
こ
と

と
し
た
。

　

こ
の
決
定
を
受
け
て
、
福
島
県
で
は
総

務
課
が
中
心
と
な
っ
て
東
蒲
原
郡
関
係
の

事
業
の
進
捗
状
況
や
問
題
点
な
ど
を
取
り

ま
と
め
、
五
月
二
十
五
日
に
移
管
に
伴
う

事
務
の
引
き
継
ぎ
を
行
な
っ
た
。

　

こ
れ
に
よ
っ
て
、
東
蒲
原
郡
は
名
実
と

も
に
新
潟
県
の
管
轄
と
な
っ
た
訳
で
あ
る

が
、
実
は
す
べ
て
の
事
業
が
引
き
継
が
れ

た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
示

す
の
が
、
『
会
津
藩
士
族
就
産
方
改
正
事

務
』
（
「
明
治
・
大
正
期
の
福
島
県
庁
文
書
」

二
八
〇
二
）
と
い
う
簿
冊
で
あ
る
。

　

こ
の
簿
冊
は
、
福
島
県
が
明
治
二
十
年

か
ら
二
十
二
年
に
か
け
て
東
蒲
原
郡
下
の

旧
会
津
藩
士
族
に
対
し
て
行
な
っ
た
授
産

事
業
の
記
録
で
、
そ
の
冒
頭
に
は
、
福
島

県
令
の
赤
司
欽
一
と
新
潟
県
令
の
篠
崎
五

郎
が
連
名
で
農
商
務
卿
の
西
郷
従
道
に
宛

て
た
「
新
潟
県
東
蒲
原
郡
居
住
旧
会
津
藩

士
族
就
産
従
前
之
通
福
島
県
ニ
於
テ
取
扱

度
儀
ニ
付
伺
」
が
綴
じ
込
ま
れ
て
い
る
。

　

そ
れ
に
よ
る
と
、
東
蒲
原
郡
の
移
管
に

伴
っ
て
、
同
郡
内
に
居
住
す
る
旧
会
津
藩

士
族
へ
の
授
産
事
業
は
新
潟
県
が
引
き
継

ぐ
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
に
事
業
を

「
分
割
」
す
る
と
「
事
務
紛
雑
ヲ
極
メ
就

産
上
ニ
支
障
ヲ
生
ス
」
だ
け
で
な
く
、
新

潟
県
で
は
福
島
県
同
様
の
「
取
扱
」
が
難

し
く
、
「
士
族
彼
此
苦
情
ヲ
起
ス
之
弊
」

が
出
か
ね
な
い
と
言
う
。

　

そ
う
し
た
事
態
を
防
ぐ
た
め
に
も
、
両

県
は
福
島
県
が
「
従
前
之
通
」
に
担
当
す

る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
し
、
事
業
を
所
管

す
る
農
商
務
省
も
「
上
申
之
趣
聞
届
候

事
」
と
了
承
を
し
た
。

　

こ
う
し
て
、
東
蒲
原
郡
居
住
の
旧
会
津

藩
士
族
へ
の
授
産
事
業
は
、
同
郡
の
新
潟

県
移
管
後
も
福
島
県
の
事
業
と
し
て
継
続

さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。 

（
山
田 

英
明
）
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東
蒲
原
郡
の
新
潟
県
移
管
と

　

旧
会
津
藩
士
族
授
産
事
業

疫
神
を
送
り
出
す
神
事

　
　
　

「
神
送
り
」
の
事
例

会津藩士族就産方改正
事務（明治・大正期の
福島県庁文書 2802）

〔神送先觸〕覚（「御用書留
帳」（部分、円谷善人家文
書 718）所収）



　

今
年
（
令
和
二
年
）
は
、
大
正
九
年

（
一
九
二
〇
）
に
日
本
で
国
勢
調
査
が
開

始
さ
れ
て
か
ら
百
年
の
節
目
に
あ
た
る
。

　

第
一
回
の
国
勢
調
査
に
つ
い
て
は
、
本

紙
第
二
十
九
号
に
官
報
を
史
料
と
し
て
概

要
紹
介
が
な
さ
れ
て
い
る
が
（
今
野
徹
「
第

一
回
国
勢
調
査
」
参
照
）
、
本
稿
で
は
福

島
県
が
調
査
の
際
に
作
成
し
た
公
文
書
を

用
い
て
、
当
時
の
様
子
を
よ
り
具
体
的
に

紹
介
し
て
み
た
い
。

　

当
時
、
国
勢
調
査
に
対
し
て
は
、
そ
も

そ
も
調
査
の
必
要
が
あ
る
の
か
と
い
う
無

理
解
や
税
金
を
取
る
た
め
の
準
備
で
は
な

い
か
等
の
誤
解
が
数
多
く
存
在
し
、
県
で

は
調
査
の
重
要
性
を
周
知
す
る
た
め
、
さ

ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
を
行
な
っ
た
。

　

代
表
的
な
の
は
、
県
や
郡
の
吏
員
に
よ

る
講
演
会
で
、
県
内
各
地
で
開
催
さ
れ
て

い
る
。
た
だ
、
役
人
に
よ
る
講
演
会
と
い

う
の
は
概
し
て
退
屈
な
も
の
で
、
人
々
の

関
心
や
理
解
を
ど
れ
ほ
ど
深
め
る
こ
と
が

で
き
た
の
か
は
疑
わ
し
い
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
よ
り
人
々
の
心
情
に

訴
え
か
け
、
国
勢
調
査
の
普
及
に
貢
献
し

た
と
思
わ
れ
る
の
が
、
各
地
で
作
ら
れ
た

都
々
逸
で
あ
る
。

　

都
々
逸
と
は
、
江
戸
後
期
に
都
々
逸
坊

扇
歌
（
一
八
〇
四
―
一
八
五
二
）
に
よ
っ　

て
大
成
さ
れ
た
、
七
・
七
・
七
・
五
調
の
俗

謡
で
、
こ
の
都
々
逸
に
国
勢
調
査
を
詠
み

込
ん
だ
も
の
が
宣
伝
に
利
用
さ
れ
た
。

　

一
例
と
し
て
、
相
馬
郡
の
「
調
査
趣
旨

宣
伝
都
々
逸
」
を
見
て
み
よ
う
。

　
　

〇
帰
る
御
客
を
引
留
め
耳
に

　
　
　
　

国
勢
調
査
の
都
々
逸
を
、

　
　

〇
尼
港
で
戦
死
の
吾
か
子
を
問
は
れ

　
　
　
　

泪
で
書
い
た
申
告
書

　
　

〇
家
族
残
ら
す
申
告
終
へ
て

　
　
　
　

死
ん
だ
吾
か
子
を
思
ひ
出
す

　
　

〇
十
月
一
日
午
前
の
零
時

　
　
　
　

国
勢
調
査
の
時
が
来
た

　
　

〇
う
そ
な
申
告
す
る
様
な
野
暮
を

　
　
　
　

言
は
せ
て
お
か
り
よ
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

う
ち
の
人

　

こ
の
よ
う
に
、
国
勢
調
査
に
男
女
間
の

機
微
や
親
子
の
情
を
絡
め
た
も
の
な
ど
、

さ
ま
ざ
ま
な
都
々
逸
が
県
内
で
も
作
ら
れ

て
い
る
。

　

な
か
に
は
、
二
節
目
の
よ
う
に
、
同
年

三
月
か
ら
五
月
に
か
け
て
ロ
シ
ア
の
ニ
コ

ラ
エ
フ
ス
ク
（
尼に

港こ
う

）
で
発
生
し
た
居
留

民
殺
害
（
尼
港
事
件
）
に
端
を
発
す
る
パ

ル
チ
ザ
ン
と
日
本
軍
守
備
隊
と
の
戦
闘
と

関
連
づ
け
た
作
品
も
存
在
し
、
時
代
性
と

批
評
性
を
兼
ね
備
え
た
歴
史
資
料
と
し
て

も
注
目
さ
れ
よ
う
。 

（
山
田 

英
明
）

一
、
展
示
公
開
（
収
蔵
資
料
展
）

開
館
五
〇
周
年
記
念
事
業
「
福
島
県
歴
史

資
料
館
収
蔵
名
品
展
Ⅱ
」

　

開
館
五
〇
周
年
を
記
念
し
、
収
蔵
さ
れ

て
い
る
史
料
の
中
か
ら
屏
風
・
古
文
書
・

公
文
書
等
の
優
品
を
展
示
し
ま
す
。

【
会
期
】
九
月
十
九
日
（
土
）
～
十
一
月

二
十
三
日
（
月
・
祝
）
ま
で

収
蔵
資
料
展
「
新
公
開
史
料
展
」

　

『
福
島
県
歴
史
資
料
館
収
蔵
資
料
目

録
』
第
五
十
一
集
収
録
の
「
下
鳥
渡
区
有

文
書
（
そ
の
一
）
」
と
「
今
村
文
直
家
文
書
」

「
丹
治
昭
夫
家
文
書
」
を
展
示
し
ま
す
。

【
会
期
】
十
二
月
五
日
（
土
）
～
十
二
月

十
三
日
（
日
）
、
令
和
三
年
二
月
十
五
日

（
月
）
～
三
月
二
十
八
日
（
日
）
ま
で

二
、
開
館
五
〇
周
年
記
念
事
業
「
フ
ィ
ル

ム
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
」

　

「
江
戸
時
代
の
農
書
に
見
る
か
ら
む
し

栽
培
―
『
会
津
農
書
』
を
中
心
に
―
」
の

報
告
の
あ
と
で
、
昭
和
村
で
か
ら
む
し
織

り
に
携
わ
る
人
々
の
記
録
フ
ィ
ル
ム
「
か

ら
む
し
の
こ
え
」
を
上
映
し
ま
す
。

【
日
時
】
十
一
月
二
十
二
日
（
日
）
午
後

一
時
～
三
時
十
分

【
会
場
】
と
う
ほ
う
・
み
ん
な
の
文
化
セ

ン
タ
ー
（
福
島
県
文
化
セ
ン
タ
ー
）
小
ホ
ー

ル
【
申
込
・
定
員
】
往
復
葉
書
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
・
メ
ー

ル
の
何
れ
か
の
方
法
で
申
込
（
十
一
月
七

日
消
印
有
効
）
、
定
員
一
〇
〇
名
、
無
料
。

定
員
を
超
え
た
場
合
は
抽
選
。

三
、
歴
史
資
料
館
移
動
展

「
描
か
れ
た
江
戸
時
代
の
伊
達
郡
」

　

平
成
二
十
八
年
度
開
催
の
同
展
示
の
一

部
を
福
島
県
立
図
書
館
で
展
示
し
、
絵
図

に
描
か
れ
た
集
落
・
河
川
・
寺
社
・
史
跡

な
ど
に
注
目
し
て
当
時
の
景
観
に
迫
り
ま

す
。
関
連
講
座
「
江
戸
時
代
の
絵
図
で
つ

な
ぐ
今
と
昔
」
も
開
催
（
十
一
月
二
十
八

日
（
土
）
午
後
二
時
～
三
時
半
、
福
島
県

立
図
書
館
・
講
堂
に
て
）
。

【
会
期
】
十
一
月
六
日
（
金
）
～
十
二
月

二
日
（
水
）
ま
で

【
会
場
】
福
島
県
立
図
書
館
展
示
コ
ー

ナ
ー

【
資
料
閲
覧
に
つ
い
て
】

　

新
型
コ
ロ
ナ
感
染
症
拡
大
防
止
の
た

め
、
前
日
の
午
後
三
時
ま
で
に
電
話
で
の

予
約
が
必
要
で
す
。
詳
細
や
最
新
の
情
報

は
Ｈ
Ｐ
で
ご
確
認
願
い
ま
す
。
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都ど

ど々
逸い

つ

「
国
勢
調
査
」

調査趣旨宣伝都々逸
（明治・大正期の福島
県庁文書 1673 所収）

令
和
二
年
度
行
事
予
定

　
　

（
令
和
二
年
十
月
～
令
和
三
年
三
月
）


